
　貸付金の償還方法が期末勤勉手当併用にて償還されている方は、賞与月（６月・12 月）のみ一部繰上償還をすることができます。
　希望される方は「全部・一部繰上償還承認申請書」を共済事務担当課までご提出ください。

　住宅・在宅介護対応住宅・災害・特例災害貸付（災害家財貸付を除く）の償還をされている方は、毎年５月・11 月に、借受
人の申し出により償還期間の短縮及び償還方法の変更をすることができます。
　希望される方は「住宅・災害貸付金償還期間等変更申出書」を共済事務担当課までご提出ください。

定例積立
給与天引きにより毎月定額で積立

払戻し

月に 2 回、1,000 円単位で送金

臨時積立※

賞与天引きや個人振込みによる積立

●解約は第２回目に送金します。
●「払戻及び解約請求書」の締切日は、各所属所により異なりますので、共済事務担当課にお問い合わせください。
●「払戻及び解約請求書」の印鑑が届出印と相違した場合、希望日に払戻しができないことがありますので、届出印のご確認はお早めに共

済事務担当課へお申し出ください。

＜上記１・２について＞ 
共済組合への提出は６月５日（金）必着です。なお、所属所における締切日は、共済事務担当課にお問い合わせください。

・「全部・一部繰上償還承認申請書」及び「住宅・災害貸付金償還期間等変更申出書」は共済組合ホームページのからダウンロー

ドができます。また、記入例も掲載していますので併せてご利用ください。

・全部繰上償還及び毎月給料からの償還のみの方の一部繰上償還は、毎月受付けています。

・一部繰上償還または償還期間等変更をされた方は、平成 27 年７月より新たな償還額及び償還期間となりますので、平成

27 年６月中に新償還予定表を送付いたします。

※ 償還期間の変更後または一部繰上後「住宅借入金（取得）等特別控除」を受けている方の償還期間が 10 年（120 回）

未満になったときは当該控除が受けられなくなりますのでご注意ください。

貯金事業
年利１.５％ 夏のボーナスから共済貯金に加入しませんか
加入方法 共済貯金加入申込書を共済事務担当課にご提出ください。

共済貯金の利用方法

◦臨時積立申込書を共済事務担当課へご提出ください。　◦賞与天引きの取扱いは所属所により異なります。
◦賞与天引きの他、個人振込みによる臨時積立も受付けておりますので、ご希望の方は共済事務担当課へお申し出ください。

※臨時積立の
　取扱いについて

　共済組合は金融機関ではないため、預金保険制度（ペイオフ）の適用外となります。
　そのため、運用先の破綻等により損失が発生した場合など、万一の事態に備え、法令に基づき組合員貯金額の５％を「欠損金補
てん積立金」として積立てており、さらに欠損金補てん積立金とは別に積立金も積立てております。
　また、資産構成については、共済組合ホームページ内の貯金事業ページで公開しています。

▪ペイオフ制度について

▪払戻及び解約送金日

１▪特別償還（一部繰上償還）を受付けます

2▪住宅・災害貸付金の償還期間等変更を受付けます

第１回目 ５月 15 日（金） ６月 15 日（月） ７月 15 日（水）

第２回目 ５月 28 日（木） ６月 29 日（月） ７月 30 日（木）

貸付金の償還を
されている方へのご案内貸付事業
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